
平
成
二
十
六
年
六
月
十
八
日
提
出

質

問

第

二

五

四

号

国
際
会
計
基
準
の
強
制
適
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

小

池

政

就

254



国
際
会
計
基
準
の
強
制
適
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

我
が
国
に
お
け
る
国
際
会
計
基
準
の
強
制
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日
付
企
業
会
計
審
議
会
「
我
が
国

に
お
け
る
国
際
会
計
基
準
の
取
扱
い
に
関
す
る
意
見
書
（
中
間
報
告
）
」
に
お
い
て
、
平
成
二
十
四
年
を
目
途
に
判
断
す
る
こ

と
と
さ
れ
、
そ
の
際
、
強
制
適
用
に
当
た
っ
て
は
強
制
適
用
の
判
断
時
期
か
ら
少
な
く
と
も
三
年
の
準
備
期
間
が
必
要
と
考
え

ら
れ
る
（
す
な
わ
ち
平
成
二
十
四
年
に
強
制
適
用
を
判
断
す
る
場
合
に
は
平
成
二
十
七
年
又
は
平
成
二
十
八
年
に
適
用
開
始
）

と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
平
成
二
十
三
年
六
月
に
自
見
金
融
担
当
大
臣
（
当
時
）
が
、
少
な
く
と
も
平
成
二
十
七
年
三
月
期

に
つ
い
て
の
強
制
適
用
を
考
え
て
い
な
い
旨
を
表
明
し
、
平
成
二
十
四
年
に
は
、
強
制
適
用
に
つ
い
て
の
結
論
は
出
さ
れ
な

か
っ
た
。

そ
の
後
、
平
成
二
十
五
年
六
月
十
九
日
付
企
業
会
計
審
議
会
「
国
際
会
計
基
準
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
）
へ
の
対
応
の
あ
り
方
に
関
す

る
当
面
の
方
針
」
（
以
下
「
当
面
の
方
針
」
と
い
う
。
）
に
よ
れ
ば
、
我
が
国
に
お
け
る
国
際
会
計
基
準
の
強
制
適
用
の
是
非

等
に
つ
い
て
は
、
未
だ
そ
の
判
断
を
す
べ
き
状
況
に
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
、
今
後
、
任
意
適
用
企
業
数
の
推
移
も

含
め
「
当
面
の
方
針
」
に
お
け
る
措
置
等
の
達
成
状
況
を
検
証
・
確
認
す
る
一
方
で
、
国
際
的
な
情
勢
を
見
極
め
な
が
ら
、
関

係
者
に
よ
る
議
論
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

一



こ
の
点
を
踏
ま
え
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

現
時
点
で
の
議
論
の
状
況
並
び
に
議
論
の
結
果
の
公
表
時
期
及
び
公
表
方
法
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
お
答
え
い
た
だ
き
た

い
。

二

強
制
適
用
を
進
め
る
前
提
と
し
て
、
任
意
適
用
企
業
の
拡
大
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
「
当
面
の
方
針
」
を
踏
ま
え

て
平
成
二
十
五
年
十
月
に
任
意
適
用
要
件
が
緩
和
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
六
年
三
月
期
ま
で
に
国
際
会
計
基

準
を
適
用
し
た
上
場
企
業
は
二
十
七
社
に
す
ぎ
な
い
。
任
意
適
用
企
業
の
拡
大
の
た
め
に
は
、
さ
ら
に
ど
の
よ
う
な
方
策
が

必
要
と
考
え
る
か
、
具
体
的
に
お
答
え
い
た
だ
き
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


